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Walkケアプランセンター
居宅介護支援・介護予防支援　重要事項説明書

Walkケアプランセンター（以下、事業所という。）は利用者に対して居宅介護支援ならびに介護予防支援(以下、サービス)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容については次の通りです。

利用者が居宅での介護サービスや、その他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。
· 利用者の心身の状況や利用者とその家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計画及び介護予防支援サービス計画（以下、居宅サービス計画等　ケアプランとも言う）」を作成します。
· 利用者の居宅サービス計画等に基づくサービス等の提供が確保されるよう、利用者及びその家族等、居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
· 必要に応じて、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画等を変更します。
· 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」「要支援」と認定された方が対象となります。要介護、要支援認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。

１．事業者
（１）法人名	        株式会社Walk
（２）法人所在地	滋賀県高島市安曇川町西万木189-3花寿文化教室1階
（３）電話番号	　　　　０７４０－３３－７２７８
（４）代表者氏名	代表取締役　大森　健一

２．事業所の概要
（１）事業所の種類	居宅介護支援・介護予防支援
（２）事業の目的 
介護保険法の趣旨に従い、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活が
出来るよう必要な援助を適切に提供することを目的とする。
（３）事業所の名称  　　 Walkケアプランセンター
[bookmark: _Hlk184916729]（４）事業所の所在地 　　滋賀県大津市本堅田6丁目32－9　
（５）電話番号 　　　    077-571-3300
（６）管理者氏名	 水波　陽子
（７）当事業所の運営方針　
大津市をはじめとした地域の利用者が適切な介護サービス等を受けられるよう支援する。
（８）当法人のグループ事業　リハビリ訪問看護ステーションWalk（高島市安曇川町）訪問看護ステ
ーションWalk大津ぜぜ（大津市馬場）　看護タクシーTabiii（高島市、大津市）

３．事業実施地域及び営業時間
（１）通常の事業の実施地域
大津市内	  高島市内
（２）営業日及び営業時間
	営業日
	月～金曜日（祝祭日、1２ 月 ３１ 日～1 月 3 日）

	営業時間
	8時30分～17時30分

	ｻｰﾋﾞｽ提供時間帯
	8時30分～17時30分


　
４．職員の体制
当事業所では、利用者に対して事業を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

	職種
	常勤
	非常勤
	指定基準
	職務の内容

	１．管理者（主任介護支援専門員）
	１名
	
	1:兼務可
	業務の一元的な管理と介護支援専門員に法令等を遵守させるための指揮命令。

	２．介護支援専門員
	１名以上
	
	１名以上
	計画作成及びサービス事業者等との調整、実績管理



５．当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、事業として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、利用者の利用料負担はありません。

（１）サービスの内容と利用料金
＜サービスの内容＞
①居宅サービス計画等の作成
利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス・介護予防支援サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス（以下「居宅サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画等を作成します。利用者は居宅サービス計画等に位置づけられる居宅サービス等について複数の事業所の紹介を求めることができます。また居宅サービス計画等に位置づけた居宅サービス等について、その理由を求める事が可能です。
②居宅サービス計画等作成後の便宜の供与
[bookmark: _Hlk219277683]・利用者及びその家族等、居宅サービス等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画等の実施状況を把握します。
・居宅サービス計画等の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス等を行う事業者との連絡調整を行います。
・利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
③居宅サービス計画等の変更
利用者が居宅サービス計画等の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画等の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画等を変更します。
④介護保険施設への紹介
利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
⑤医療機関との連携強化
利用者が医療系のサービスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めます。また、意見を求めた主治医等に対して居宅サービス計画等を交付します。また、訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した状態等について、介護支援専門員から主治医等に必要な情報を伝達します。
＜サービス利用料金＞
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、利用者の自己負担はありません。
但し、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。

○１か月あたりの料金	（5級地　単位：10.70　円）

	要介護状態区分
	利用者担当件数（介護支援専門員１名あたり）	【注１】

	
	４５件未満
	４５件～６０件未満
	６０件以上

	要支援1、２
一人当たり20件まで
	５，０５０円
（４７２単位）
	
	

	要介護１、２
	１１，６２０円
（１，０８６単位）
	５，８２０円
（５４４単位）
	３，４８８円
（３２６単位）

	要介護３、４、５
	１５，０９７円
（１，４１１単位）
	７，５３２円
（７０４単位）
	４，５１５円
（４２２単位）

	初回加算【注２】
	３，２１０円（３００単位）



	入院時情報連携加算
【注３】
	入院時情報連携加算(Ⅰ)
	入院時情報連携加算(Ⅱ)

	
	２，６７５円
（２５０単位）
	２，１４０円
（２００単位）

	退院・退所時加算
【注４】
	
	カンファレンス参加無
	カンファレンス参加有

	
	連携１回
	４，８１５円
（４５０単位）
	６，４２０円
（６００単位）

	
	連携２回
	６，４２０円
（６００単位）
	８，０２５円
（７５０単位）

	
	連携３回
	
	９，６３０円
（９００単位）

	通院時情報連携加算
【注５】
	５３５円（５０単位）

	緊急時等居宅カンファレンス加算【注６】
	２，１４０円（２００単位）

	特定事業所加算（Ⅲ）
【注７】
	３，４５６円（３２３単位）

	【注１】
	担当件数は、当事業所所属の介護支援専門員が１か月あたり担当した介護支援給付管理件数です。４４件までは同額です。該当する料金については、契約時にご説明させていただきます。

	【注２】
	新規契約または要介護状態区分が２区分以上変更されたときに算定します。

	【注３】
	（Ⅰ）介護支援専門員が病院又は診療所に対して入院した日のうちに必要な情報提供を行った場合。
（Ⅱ）介護支援専門員が病院又は診療所に対して入院した日の翌日又は翌々日に必要な情報提供を行った場合。

	【注４】
	病院・施設等から退院・退所するにあたって、当該病院・施設等の職員と面談またはカンファレンスを行い、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画等を作成し、居宅サービス等に関する調整を行った場合、算定します。

	【注５】
	利用者１人につき月に１回の算定を限度とし、利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けたうえで、居宅サービス計画等に記録した場合に算定します。

	【注６】
	病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス等に関する調整


	【注７】
	特定事業所加算（Ⅲ）の算定要件
（１）常勤専従の主任介護支援専門員を１名以上配置していること。*1
（２）常勤専従の介護支援専門員を２名以上配置していること。*1
（３）利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
（４）２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
（５）居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
（６）地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。
（７）家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。
（８）居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
（９)居宅介護支援事業所において居宅介護支援の提供を受ける利用者数が介護支援専門員一人あたり４５名未満であること。
（10）法定研修等における実習受入れ事業所となるなど人材育成への協力体制の整備がされている。
（11）他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を開催していること。
（12）必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
*1:利用者に対する居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。



（２）交通費
通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、通常の事業の実施地域を超えた地点から10kmあたり330円の交通費を請求させていただきます。

（３）費用の支払いを受ける場合には、利用者又は、その家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名をいただきます。
（４）利用料金のお支払い方法
前記（１）の料金・費用、前記（２）の交通費は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下の方法でお支払い下さい。

お振込み口座：①滋賀銀行　　　安曇川支店　普通　0563092 
　　　　　　　②京都信用金庫　滋賀支店　　普通　3022230
お振込先：　　　　株式会社Walk 代表取締役　大森健一

前料金・費用等のお支払いを確認しましたら、領収証をお渡しいたします。

６．サービスの利用に関する留意事項
（１）サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。

（２）介護支援専門員の交替
①事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
介護支援専門員を交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
②利用者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。

（３）入院時における医療機関との連携
利用者が病院等に入院しなければならなくなった場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等する為、早期に病院等と情報共有や連携をする必要があるため、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。

（４）介護支援専門員の禁止行為
介護支援専門員は、利用者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。

（５）利用者及び家族等の禁止行為
　①利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品の授受
②飲酒及び利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙
③利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
④その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為

（６）利用者及び家族等の禁止行為
利用者及びその家族等は、介護支援専門員に対する次の行為は許されません。下記の行為が確認された場合、サービスの中止、契約の解除を行う場合があります。
①セクシュアルハラスメント、飲酒の強要、暴力行為、その他迷惑行為
②心身及び財物の損傷、又は損壊すること

※利用者が酒酔い状態の場合は、サービスの提供を行いません。

７．事故発生時等の対応について

（１）事故発生時の対応について
事故が発生した場合は、利用者に対し、応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じるとともに、速やかに家族等及び関係機関等に事故発生状況及び今後の対応等について報告します。

（２）虐待の防止
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。
①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
②事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。
③虐待の防止に関する責任者を設置します。
④成年後見制度の利用を支援します。
⑤苦情解決体制を整備します。

（３）暴力団員による不当な行為の防止等について
居宅介護支援事業所を運営する法人の役員、管理者及びその他従業者は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）ではありません。また、居宅介護支援事業所の運営について、暴力団員の支配を受けません。

（４）身体拘束等の禁止
①事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。
②事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
③事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。
ア．身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者へ周知します。
イ．身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
ウ．従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。

（５）感染症対策について
事業所は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
①事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者へ周知徹底を図ります。
②事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。
③事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するように努めます。

（６）業務継続に向けた取組について
①事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下、「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
②事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

８．秘密保持について
（１）事業者及び介護支援専門員は、サービスを提供する上で知り得た利用者及び家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。
（２）事業者は、利用者及び家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス提供者会議等において、利用者又は家族の個人情報を用いません。
９．相談・苦情の受付について
（１）相談・苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口（担当者）
［職名］	所長　水波　陽子（管理者）
○受付時間　8時30分～17時30分　毎週月曜日～金曜日　
（但し祝祭日、12月 31日から１月３日までの休業日を除く。）

〇Walkケアプランセンター　電話番号	077-571-3300

（２）行政機関その他相談・苦情受付機関
	大津市健康福祉部
介護保険課
	所在地	大津市御陵町3-1
電話番号 077-528-2753
受付時間 月～金曜日 9時00分～17時00分
休日　土曜、日曜、祝休日、年末年始
（12月29日〜翌年1月3日）

	滋賀県社会福祉協議会
（運営適正化委員会）
	所在地	草津市笠山七丁目8-138
電話番号 077-567-4107
受付時間 月～金曜日 8時30分～17時15分
休日　土曜、日曜、祝休日、年末年始
（12月29日〜翌年1月3日）

	高島市役所介護保険課
	所在地　　高島市新旭町北畑565
電話番号　0740-25-8029
受付時間　月〜金曜日　8時30分〜17時15分
休日　土曜、日曜、祝休日、年末年始
（12月29日〜翌年1月3日）

	滋賀県国民健康保健団体連合会
	所在地：滋賀県大津市中央4丁目5-9
電話番号：077-510-6605 
受付時間：月〜金曜日9時00分〜17時00分
休日：曜、日曜、祝休日、年末年始
（12月29日〜翌年1月3日）

	株式会社Walk
	所在地　滋賀県高島市安曇川町西万木189-3. 花寿文化教室1F
電話番号　0740-33-7278
受付時間　月〜水、金土8時30分~17時30分
休日　木曜、日曜、年末年始
（12月30日〜1月3日）



本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

事業所 所在地	滋賀県大津市本堅田6丁目32―9
名 称	Walkケアプランセンター　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明者		　　　　　　　　　　　


私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。

　　令和　　　年　　　月　　　日

	本人住所　
	

	


	氏名　　　
	 	

	代理人住所
	 	

	氏名
	 	
上記代理人は、重要事項説明書に限っての代理人権限となります


［代 筆］事業所名 	
氏 名		

